
活動内容
＜主な活動内容＞に例示しています
各活動への参加は強制ではありませんので、
都合がつく時のみで構いません

申込方法 下記事務局までご連絡ください

報酬など 金銭等の報酬はありません

対　　象 市内に在住（又は在勤・在学）する女性

募集人員 制限はありません

活動期間 入会から退会まで（入退会は自由です）
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＜リーダーからメッセージ＞

遠くから救急車のサ イ レン が近 づ いて 来 て近 所に 停 まっ

たみたいだけど… 、以 前 はそ こま で でし た 。

防火指導員という役 割 を与 えら れ て初 め て救 急要 請 で駆

け付けて来られた 方々 の 顔が 見え て きま し た。 テレ ビ の中

の登場人物ではな く私 達 と同 じ様 に 生活 を して いる と 再認

識したのです。

防火指導員の活動内 容 は案 内に あ りま す が、 今ま で 接点

のなかった事に出 会え る 機会 を得 ら れま し た。

皆さんは消防本部の 屋 上に ウェ ザ ーニ ュ ース の計 測 器が

あり、四街道地区 に特 化 した デー タ が活 用 され てい る のを

ご存知でしょうか 。気 象 デー タの 蓄 積と 解 析で 未来 予 測、

例えば線状降水帯 によ る 道路 の冠 水 を予 測 し、 災害 事 故の

回避に役立ててい るの だ そう です 。

世界中の陸海空の気 象 デー タの 観 測と サ ービ スを 提 供を

している事や私達 が送 る 地域 のデ ー タが 精 度を 上げ る こと

に役立っていると いう の も心 躍る 話 でし た 。

また、救命講習や消 火 器の 取扱 い は何 度 で

も上書きしたい経 験で す 。

講習を受けることで 我 が家 は、 町 内は 、 と

自らの環境を顧み まし た 。

この機会を利用して 最 初は 楽し む こと か ら

防火・防災の意識 を身 の 回り や地 域 に拡 め て

いく活動にご参加 下さ い 。

が発足！

消防本部からのお知らせ

2024.2.20 発行

＜女性防火クラブについて＞

女性防火クラブとは、火災予防の知識の習得や地域における防火意識の高揚

などを目的に活動するボランティア団体です。

四街道市ではこれまで、防火指導員として一部の地域から区・自治会長から

の推薦を受けた方が活動してきましたが、令和6年4月からは、四街道市女性

防火クラブとして新しい組織に生まれ変わり、市内全域から希望する方が参加

可能となります。

＜主な活動内容＞

・防火に役立つ知識に関する研修

・防火・防災に関する視察研修

・応急手当、救命講習会への参加

・住宅用火災警報器の普及などの

火災予防啓発活動

・消火器の取扱い訓練

・消防関係行事への協力活動

（消防出初式・防災訓練等）

【 四街道市女性防火クラブ事務局 】

消防本部予防課 �４２２－２４８５

現 リ ー ダ ー

黒 肱 愽 子

消 火 器 取 扱 い 訓

練 の 様 子 で す

他 に も い ざ と い

う と き に 役 立 つ

研 修 が あ り 、 た

め に な り ま す

火 災 予 防 運 動 の 広 報

活 動 の 様 子 で す

市 民 の 皆 さ ん に 啓 発

物 品 を お 配 り し て 火

災 予 防 を 呼 び 掛 け て

い ま す

視 察 研 修 は 毎 年

趣 向 を 凝 ら し た

視 察 先 で 、 普 段

は 入 れ な い よ う
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と て も 楽 し く 、

勉 強 に な り ま す
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…住宅用火災警報

春季全国 予防運動

～ 地震による電気火災への対策を ～

東日本大震災における火災原因の過半数が電気火災でした。地震による電気機器からの出火
や、停電の復旧時に発生する火災を防ぐには、感震ブレーカーが効果的です。
感震ブレーカーは、揺れを感知するとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器
具です。さまざまな種類があり、それぞれの特徴を踏まえて適切に設置しましょう。

♦分電盤タイプ・・・約２～８万円程度
内蔵型、後付型があり、センサーが揺れを感知してブレーカーを切って電気を遮断します。

♦コンセントタイプ・・・約５千円～２万円程度
コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。

♦簡易タイプ・・・約２～４千円程度（ホームセンター等で購入できます）
ばねの作動や重りの落下などにより、ブレーカーを切って電気を遮断します。

知っていますか？

３月１日（金）～７日（木）まで、春季全国火災予防運動を実施します。

☆令和５年度全国統一防火標語「火を消して 不安を消して つなぐ未来」

ちゃんと鳴りますか？

火災が発生しやすい時季となるため、市民の皆さん一人ひとりが十分に注意し、
火災をなくしましょう！

☆ 住宅用火災警報器のお手入れの３つのポイント
① 乾電池タイプは交換を忘れずに
② おおむね１０年を目安に機器交換をしましょう
③ 定期的に作動するか点検しましょう

☆ 消防職員が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありま
せん。悪質な訪問販売にはご注意ください。

♦住宅用火災警報器とは
火災の際に煙または熱を感知し、音で知らせる警報器

※聴覚に障がいのある方向けに光や振動、文字などで火災を
知らせる機器もあります。

♦義務設置場所
寝室と寝室が２階などの場合は、階段の天井または壁

※ 台所は設置の義務はないが、努めて設置する
♦購入場所

ホームセンター、家電量販店、防災設備取扱店など

住宅用火災警報器は、火災を早期発見して被害を軽減し、あなた自身や
大切な家族、周りの人の命を守るための機器であり、法令により設置が義
務となっています。

いまだに設置していないご家庭は、早急に設置してください。

※寝室が２階にあるご家庭の例

寝室 階段
上部

居室

居室 廊下
台所

（設置推奨）
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７５歳以上の方へ

＜給付について＞
・１世帯当たり最大２個、

無償で給付します

（先着２００世帯まで）

※ 給付と取付支援はそれ

ぞれ単独も、併用も可能

です。

＜取付支援について＞
・取付けは無償です。取付ける機器は

本事業での給付品の他、ご自身でご用

意いただいたものでも可能です。

・電話にて日程調整のうえ、消防職員

が取付けに伺いますので、取付けの際

は立会いをお願いします。（代理人可）

※建物の構造により取付けできない場合があります。

【対象者】（申請時点で以下のすべてに当てはまる方）

・市内在住であること

・７５歳以上の一人暮らし又は同一世帯全員が７５歳以上であること

・市税を滞納していないこと

・条例で設置義務がある場所に未設置であること
（設置義務がある場所は本紙２ページをご参照ください。）

【申請方法】
・４月３日（水）から５月８日（水）までの間に、

申請書を消防本部予防課（土日祝日を除く、９時

～１７時）に持参または郵送

※ 申請書は本紙の４ページをご利用頂けるほか、予防課、

千代田分署、旭分署、市ホームページにて入手できます。

☆悪質な訪問販売にはご注意ください！
消防職員は住宅用火災警報器や消火器などを販売

することはありません。

取付けに伺う際は消防手帳をご提示します

問い合わせ：消防本部予防課 �４２２－２４８５

住宅火災による被害の軽減及び住宅用火災警報器の普及促進を図るため、

住宅用火災警報器が未設置である高齢者世帯に住宅用火災警報器の給付

及び取付支援を行います。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら
か
ら



様式第１号（第５条関係）
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住宅用火災警報器給付等申請書 

令和６年  月  日

 四街道市長 様 

 

 四街道市住宅用火災警報器の給付及び取付支援事業について、以下のとおり申請します。 

※欄は記入しないでください。 

（選択項目は、該当する□にレ点を入れてください。） 

申
請
者 

住 所 四街道市 ふりがな  

 
電話番号   （    ） 氏 名  

生年月日 大・昭    年   月   日生（     歳） 

申 請 内 容 
□ 住宅用火災警報器の給付  □ 住宅用火災警報器の取付支援 

（注：給付品の取付支援を希望する場合は両方にレ点を入れてください。） 

世帯の状況 

（申請者を除く) 

氏 名 続柄 生  年  月  日 

  大・昭   年  月  日（   歳） 

  大・昭   年  月  日（   歳） 

同 意 書 

（申請者を含む、同一世帯の全員同意のうえ、署名が必要となります。） 

四街道市が四街道市住宅用火災警報器の給付及び取付支援事業要綱第５条の規定による申請に係

る事実についての審査に関する事務処理に限り、私の地方税関係情報（令和５年度）、住民票関係情報

その他必要な情報について、確認又は取得することに同意します。 

また、四街道市住宅用火災警報器の給付及び取付支援事業に係る次の事項について異議を一切申し

立てないことを承諾し、同意します。 

１ 住宅用火災警報器の取付支援に関して、天井面、壁等その他対象住宅に生じた汚損又は毀損等の

責任は一切問いません。 

２ 住宅用火災警報器の取付支援後、住宅用火災警報器の保守管理等の責任は一切問いません。 

３ 住宅用火災警報器の取付支援後、対象住宅において生じた火災その他の災害による被害について

の責任は一切問いません。  

 

署 名           署 名           署 名          

委 任 状 

 下記の者を代理人と定め、四街道市住宅用火災警報器の給付及び取付支援事業の申請に関する権

限を委任します。 

受任者 氏 名               委任者 署 名             

    連絡先            

住宅用火災警報器設置場所及び希望確認欄 

寝室の場所及び数…□１階（  室）、□２階（  室）、□階段（寝室が２階の場合に必要） 

※ 受  付 ※ 経  過 

  


